
医療と介護の連携シート歯科用の使い方 

①かかりつけ歯科医がいる場合、ケアマネジャーから訪問歯科診療を申し込む。 

②かかりつけ歯科医がいない場合、ケアマネジャーから三木市歯科医師会へ訪問歯科診療を申し込む。 

※「在宅訪問歯科診療申込書」を兼ねる 
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②かかりつけ医がいない 
又はかかりつけ医に相談後 

訪問対応していない場合 

三木市歯科医師会 
(在宅歯科訪問診療委員会) 
TEL:0794-86-１６２２ 
FAX:0794-86-0361 

 

〇歯科医師と担当のケアマネジャーが連絡をするとき 
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連携シート 

「   「口腔のことで相談したい」、「費用が心配」 

こんな時は市健康増進課 健康政策係の歯科衛生士へ相談(☎82-2000)    
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